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助言に対する改善状況について 
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提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

№ 種  別 内  容 

1 基準項目 教育研究組織 

指摘事項 三鷹と八王子キャンパスに分かれた学部・研究科

間の連携が十分ではなく、円滑な運営に問題が生

じているので、組織としての機能を十分に発揮す

るために、改善が望まれる。 

評価当時の状況 兼担教員により保健学部（八王子キャンパス）と

医学部（三鷹キャンパス）での学生教育が行われ

ている。大学院国際協力研究科博士課程前期およ

び後期での教育・研究は八王子キャンパスおよび

三鷹キャンパスにおいて、本学４学部の教員によ

り指導が行われている。また杏林医学会学術集会

が年 1回開催され、保健学部教員と医学部教員に

よる学術交流が行われている。授業や全学的な会

議出席の度に兼担教員や事務職員は移動に多く

の時間を割いている。 

評価後の改善状況 平成 21年および 22年に設置された杏林大学中期

計画検討委員会および杏林大学中期計画実行委

員会（平成 24 年度まで継続設置）での協議の結

果、八王子キャンパス、三鷹キャンパス間での教

育面の連携を促進することが決定された。平成

23年 4月より 4学部連携科目が決定され、4学部

の教員による他学部学生に対する講義が行われ

ている。平成 23 年度に行われた 4 学部連携科目

の内容は添付資料 1の通りである。他学部の教員

による講義は学生に異なる視点からの考察を与

え得るものであり、極めて好評であった。平成

24 年度も上記教育が予定されている。研究面で

の両キャンパス間の連携については現状を更に

発展させるため、各種の検討が行われている。保
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健学部、医学部、大学病院の教員・職員から構成

される杏林医学会は年 1 回の総会において本学

の医学、保健学、看護学等の学際的交流が行われ

ている（添付資料 2）。大学院国際協力研究科は 4

学部の教員が指導教授となり、文系・理系の協力

の下、大学院学生の指導を行っている。社会人大

学院生の講義履修は八王子キャンパス、三鷹キャ

ンパスいずれを選択することが可能である。大学

院教育を通じて八王子キャンパス・三鷹キャンパ

スの教員間の連携が生まれ、学際的な研究が発表

されている。八王子キャンパス、三鷹キャンパス

において設置 IT機器(パソコン、管理サーバ）の

更新および台数増加を行ない、IT 環境を整備し

た。両キャンパス間でのテレビ会議が、図書委員

会、科研費説明会、総合情報センター運営委員会、

保健学部教授会・研究科委員会などで実施されて

いる。平成 24 年 1 月に保健学研究科では、対面

式の講義とほぼ同等のリアルさと双方向性を持

ち、パワーポイントなど授業資料の共有が可能で

コストパフォーマンスのよい ASP型 WEB会議シス

テム(ITX社)を遠隔授業システとして導入した。

これにより両キャンパス間での教員と大学院生

との教育およびコミュニケーションが可能とな

った。 
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提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

№ 種  別 内  容 

1 基準項目 教育内容・方法 

指摘事項 保健学部において、改正までの現行カリキュラム

が適用される学年・学科については、選択科目「生

命倫理学」に対する履修指導などの強化が引き続

き望まれる。 

評価当時の状況 「生命倫理学」は、保健学部の全学科（臨床検査

技術学科、健康福祉学科、看護学科、臨床工学科、

救急救命学科）において、選択科目であり、後期

に一週間あたり１コマ開講されていた。全体の履

修率は、平成 21年度、36％であった。 

 なお、助言を受ける以前から、看護学科及び平

成 21 年度設置の理学療法学科には、生命倫理学

を選択科目から必修科目にする計画があった。 

評価後の改善状況 （平成 24 年 4 月）「生命倫理学」は、平成 21 年

度に看護学科、平成 22 年度に臨床工学科におい

て必修科目とされている。また、平成 21 年度、

及び 23 年度に設置された理学療法学科、作業療

法学科においても必修とした。他の 3学科、臨床

検査技術学科、健康福祉学科、救急救命学科では

選択科目となっている。これらの学科において

は、毎年、4月、9月のガイダンスでの履修指導、

また、履修しやすいように 1週間の開講コマ数を

1から 2コマにした結果、選択となっている 3学

科の「生命倫理学」履修率は平成 22年度が 88％、

平成 23年度が 82％であった。 
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提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

№ 種  別 内  容 

1 基準項目 教育内容・方法 

指摘事項 総合政策学部では、2006（平成 18）年度からカ

リキュラムを改正し、基礎教養科目（７科目 16

単位）をすべて第１年次の必修科目としたが、科

目数が多く、しかも再履修者も尐なからずいるこ

とをふまえて、これらへの対策を再検討すること

が望まれる（「点検・評価報告書」194頁）。 

評価当時の状況 平成 18 年度に大幅なカリキュラム改正を行い、

新たに基礎教養科目をすべて第 1 学年次の必修

科目として設置したが、科目数も多く、不合格と

なり再履修も尐なくない。初年次教育の性質上、

不合格者の第 2 学年次における再履修はタイミ

ング的にみて好ましくないとの指摘もあった。 

評価後の改善状況 本指摘を受けて、平成 22 年度にカリキュラムお

よび履修規程の改正を行った。 

基礎教養科目を 7 科目 14 単位に再編し、第 1 学

年次に 10 単位、第 2 学年次に 4 単位を配当する

ことで第 1 学年次での科目集中による負担を軽

減した。（添付資料 5） 

また、基礎教養科目計 14 単位のうち 4 単位を必

修（科目名：社会のしくみ I, II）、残りの 10単

位を選択必修として、選択必修では 10 単位中 8

単位の取得を卒業要件とすることで、再履修者数

の減尐を図った。（添付資料 6） 

その結果、基礎教養科目の単位未修得により卒業

できない学生は極めて尐なくなると見込んでい

る。カリキュラム改正後の平成 22 年学則適用学

生の基礎教養科目選択必修の未修得者は全体の

１割程度となっている。（添付資料 7） 
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提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

№ 種  別 内  容 

1 基準項目 教育内容・方法 

指摘事項 国際協力研究科において、学生が国内外の研究機

関などで実習を行った場合に単位認定している

が、活動期間の単位認定基準が明確ではない。学

生にわかりやすい形で明示する必要がある。 

評価当時の状況 ガイドブックに記載している単位認定期間につ

いて｢おおよその目安」となっているため、単位

認定基準が明確になっていない。 

評価後の改善状況 教務委員会で検討を重ね、平成 24年 1月 11日の

教務委員会にて、履修申請から単位認定までの明

確な基準を設定した。（添付資料 8）単位認定に

ついては「履修計画において、研究・調査活動が

1 ヶ月以上であり 15 回以上の活動計画がなされ

ている場合を 2単位とし、研究・調査活動が 2ヶ

月以上であり 30 回以上の活動計画がなされてい

る場合を 4単位とする。成績評価のため、学生は

指導教授に対して研究・調査活動等の成果をまと

めたレポ－トを提出しなければならない。教務委

員会では指導教授から提出された報告書にもと

づいて審議し、単位認定を決定する。」と基準を

設定した。 
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提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

№ 種  別 内  容 

1 基準項目 教育内容・方法 

指摘事項 全学部において、ゼミナールを除くすべての授業

で授業評価アンケートを実施しているものの、回

収率が低い科目も多く見られ、医学部においては

その結果は学生に公開されていない。また、全学

部ともその結果の活用は各教員に委ねられてお

り、ＦＤ活動を通じた組織的な取り組みが望まれ

る。 

評価当時の状況 【医学部】教員は年 1回学生による授業評価を受

けることになっている。8項目にわたる評価項目

は数値とレーダー表で示され、結果を教室主任な

らびに本人に通知して改善を求めている。評価結

果が良かったトップ 5人は teacher of the year

として教授会で表彰される。学生からの教員評価

は、教員側に緊張感を生み、教育指導法の改善に

効果がある。しかし、学生も評価するのを面倒が

る傾向があり、評価表の回収を学生自身にまかせ

ているため回収率は 50％以下の場合が多い。 

【保健学部】学生による授業評価の集計結果は、

教員にフィードバックし、授業改善の資料とする

ように要請しているだけだった。 

【総合政策学部】授業評価アンケートの結果を自

らの講義の参考として役立てようとする気運が

教員間で高まりつつあるものの、評価の高いもの

と低いものが定席化する傾向があった。一方、授

業評価アンケートの個々の質問内容や実施の時

期や方法、アンケートの回収率などについては、

改善の余地があった。 

【外国語学部】学生による授業評価については、
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その結果をふまえた授業改善が個々の教員に委

ねられているだけであった。 

評価後の改善状況 【医学部】低い回収率に留まっていた学生による

授業評価アンケートに関して、平成 22 年度より

事務課職員がアンケートの回収にあたることと

し、その結果、実施教員 135 名に関して、教員あ

たりの平均回答数は 27.5 名となった。さらに平

成 23 年度には学生が提出を義務づけられている

出席カードと連結させたアンケート用紙を作成、

これにより、実施教員 138名に関して平均回答数

は 46.4名と回収率が大幅に向上した。（添付資料

9）このアンケート結果を、教員とともに学生に

もフィードバックする目的で、平成 20 年度から

評価上位の教員について Teacher of the Yearと

して表彰するとともに、ホームページ上 

（http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/faculty/ 

medicine/education/estimation/）にて表彰者を

公表している。評価結果は各教員本人にもフィー

ドバックされると同時に、各教室の責任者にも通

知されている。評価結果の組織的な活用について

は、平成 20 年度に Teacher of the Year の授業

風景をビデオで撮影し、これを FD として多数の

教員に供覧し、大変好評であった。また、平成

21 年度には、アンケートでの指摘に基づき「講

義における教科書の使用について」をテーマとし

たＦＤを実施し、この点についての検討を行っ

た。その後も教務委員会等で継続的に検討を重ね

た結果、内科を中心とした臨床科目について、教

科書を積極的に活用する方針が平成 24 年度より

正式に導入されることとなった。 

【保健学部】引き続き、学生による授業評価の集

計結果および自由記載欄は、教員にフィードバッ

クし、授業内容の改善だけでなくシラバスの作成

にも反映させるよう要請している。 

 平成 23 年度後期までの結果を本学ホームペー

ジ上に公開 

(http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/faculty/  
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health/outline/eva.html）している。回収率は

平成 23年度前期が 75.5％、後期が 72.5％であっ

た。また、平成 21 年度から学生による授業評価

で高得点を得た教員を表彰する顕彰制度を設け、

その結果を本学ホームページ上に公開 

（http://www.kyorin-u.ac.jp/cn/html/ 

kyorin/00010/201206071/）している。 

【総合政策学部】総合政策学部では平成 22年度、

23 年度とも学際演習をさらに充実させており、

教員相互の教授方法を見聞することで、一定の効

果が上がっていると考えられる。授業評価アンケ

ートの集計結果は、ホームページ上にて公開して

おり、集計結果および自由記載欄はすべて教員本

人にフィードバックされて、授業改善に活用して

いる。今後は学部スタッフが授業評価アンケート

結果を組織的に有効に活用する取組を考えてい

きたい。 

なお、平成 23 年度の授業評価アンケート平均回

収率は、春学期が 49.9％、秋学期が 40.9％であ

った。このうち、秋学期の回収率が低いのは、４

年生を中心に、すでに卒業単位を満たしているた

めに、履修登録後に履修放棄して出席していない

学生が多いためと思われる。 

【外国語学部】外国語学部においては、アンケー

ト結果は、平成 22 年度後期までの結果をすべて

ホームページ上に公開している。アンケートの回

収率は良好であり、平成 23 年度前期は 71.1％、

後期は 64.5％であった。集計結果および自由記

載欄はすべて教員本人にフィードバックされて、

授業改善に活用している。そして、改善報告書を

作成提出することで、授業改善への具体的な取り

組みを促す。全学の FD/SD 検討部会との協力の

下、アンケート内容の検討にも積極的に取り組ん

でいる。 
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提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

 種  別 内  容 

1 基準項目 教育内容・方法 

指摘事項 総合政策学部では、第７、第８セメスターにおい

て、卒業要件を満たすため、年間の履修単位が

48 単位を超えない限りにおいて、１セメスター

で 36 単位まで履修することが出来るとされてお

り、単位制度の趣旨に照らして改善が望まれる

（「点検・評価報告書」199 頁）。 

評価当時の状況 総合政策学部の制度の趣旨は、企業と学生の安定

的雇用関係を促進するための措置としての位置

づけであった。 

この規程は、平成 22 年 4 月の履修規程改正で削

除した。したがって、平成 22 年 4 月以降入学し

た学生については、「１セメスターで 36単位まで

履修することができる」という制度は廃止し、各

セメスター24単位までの履修にした。（添付資料

11～12） 

またガイダンス等でも計画的な履修を促してい

るので、平成 23年度は該当学生の約 5％が 24単

位を超えているに過ぎず、平成 22 年度カリキュ

ラムの完成時（平成 25 年度）には、すべて改善

されると考えられる。 

さらに、平成 22 年度の改正において履修上限か

ら除外していた演習、卒業研究を、履修上限に含

めることの検討が進められ、平成 25 年度より履

修規程を改正し、各セメスターにおける履修上限

24 単位に演習と卒業研究を含めることが決定し

ている。なお、教職教科に関する科目など、卒業

要件に算入されない自由科目は履修上限には含

めない。 
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提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

№ 種  別 内  容 

1 基準項目 教育内容・方法 

指摘事項 全研究科のシラバスにおいて、年間の授業計画や

成績評価基準が明確に示されておらず、内容や記

述量に精粗が見られるので改善が望まれる。ま

た、学生に対する個別指導は十分行われている

が、それに対する学生による評価システムは導入

されていない。ＦＤについて、より一層組織的に

取り組むことが望まれる（「点検・評価報告書」

125頁）。 

評価当時の状況 【医学研究科】シラバスについては、各授業科目

とも 1名ないし数名程度で行われ、学生の理解度

や研究テーマによっては授業内容を適宜変更す

るなどの柔軟な対応が行われている現状に鑑み

て、授業コマ別の詳細な授業内容等の記載は避

け、教育目標とその達成にむけたおおよその授業

内容の記載にとどめたものとなっている。医学系

研究科においての教育はほぼマンツーマンで行

われており、学生による授業評価および満足度調

査の導入には、慎重な検討を要するものと考え

る。学生による授業評価および満足度調査につい

ては未だ導入していない。 

【保健学研究科】評価当時の保健学研究科では、 

①大学院要項でのシラバスの記述は、簡単な講義

概要と成績評価の記述のみにとどまっていた。 

②学生による指導評価システムも導入もされて

いなかった。 

③FD については研究科独自にではなく学部と一

緒に FD 委員会を構成しており、定期的な活動を

していた。 
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【国際協力研究科】 

・シラバスに 15 回授業計画を掲載しているのは

半数程の科目である。ただし論文指導について

は、個々の学生の進行具合等により、15 回の授

業計画を立てることが難しいという点もある。 

・科目ごとの成績評価方法および配分割合の記載

が徹底されていない。 

・成績判定について、成績評価（A～E）ガイドラ

インを明示している。 

・大学院では学生による授業評価はまだ導入して

いない。 

・FD の取り組みについては、緒についたばかり

である。 

評価後の改善状況 【医学研究科】平成 21 年度より、全科共通授業

科目を含む全ての授業科目について、大学院要項

に年間授業計画（添付資料 13,P39～P41（一例））

を明示している。成績評価基準については、研究

科内各科目共通で用いる具体的な成績評価基準

を作成し、これを大学院要項に掲載（添付資料

13,P19）するとともに、各授業科目毎に「成績評

価の方法」を記載（添付資料 13,P39～P41（一例））

している。学生による教員評価システムについて

は平成 22年度より独自の調査用紙（添付資料 14）

を用いた評価を開始した。FD については研究科

教務委員会および研究科委員会で企画・立案し、

年度毎に実施している。平成 20年度から平成 23

年までの 4 年間では、一回平均 40 名の教員の参

加を得ている（添付資料 15）。また、平成 22 年

度以降は、研究科に関連する事務職員も積極的に

参加することとし、FD/SDと位置付けている。 

【保健学研究科】①平成 21 年度の大学院要項か

らシラバスの記載方法を大幅に改善し、学部同様

に講義概要、学習目標、授業計画、評価方法を詳

しく記述するとともに、複数教員担当科目につい

ては単位認定者を明示した。また成績評価基準も

研究科で同一のものとし、大学院要項に明示し

た。（添付資料 16） 
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②学生による指導評価システム導入については、

各授業の受講者が数名と非常に尐ないこと、およ

び 1教授の研究指導学生数が尐ないことから、在

学中は無記名であっても学生が本音で評価をし

にくいと考えられることから、大学院教務委員会

で検討した結果、修了時にアンケートを実施する

方法に決定した。そこで、平成 23 年度の修了学

生から研究指導や授業等に関する自由記載のア

ンケートを実施している。回答方法を数値ではな

く自由記載の形としたのは、改善点を明らかにし

やすいためである（(添付資料 17)修了時のアン

ケート)。 

③ＦＤの組織的活動は、研究科の教授を学部の教

授が兼担していること、また、学部のＦＤ・自己

評価委員会と研究科の自己評価委員会の委員が

一部重複していることから、学部のそれと協同し

て行っている。たとえば、ＦＤ活動の一環として

行われている教員自己評価においても、評価対象

の中に研究科での活動や業績も含めている。（添

付資料 18～19） 

④研究科独自のＦＤ活動としては、研究科として

の研究指導力を充実させるために、平成 21 年度

より年 2 回学生が研究の途中経過を報告する会

を設け、他の多様な専門分野の教授が、視点を変

えて、質問や助言を行っている。このことは、学

生のみならず指導教員にとっても有益である。さ

らに平成 23 年度から、本報告会での他教員の助

言等を明確にするために、「助言・質問記載表」

を作成し、学生に渡している。(添付資料 20～21) 

【国際協力研究科】 

・シラバスの年間授業計画 15 回の記載を義務づ

ける事により、ほとんどの科目で 15 回の記載を

達成した。ただし、学生が国内外の研究機関など

で実習を行った場合に単位認定する科目の「論文

指導Ⅲ」については、計画が学生毎に異なるので、

事前に記載出来ない。 

・シラバスに科目ごとの成績評価方法および配分
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割合の記載を義務付けると共に、到達目標や準備

学習の記載を新たに義務付け、教育方法がより明

確になるよう改善した。（添付資料 22） 

・成績判定については、履修規程に成績評価につ

いて A～D の点数基準を明記し学生に周知してい

る。（添付資料 22） 

・FD については研究科全ての教員が学部所属の

ため、研究科独自ではなく学部の FD と一緒に企

画・立案し実施している。研究科委員会等で開催

案内を行うなどの取り組みを行っている。 

・大学院では学生による授業評価アンケートはま

だ導入していないが、アンケート項目を検討し、

平成 24年度中に実施する予定で進めている。 
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提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

№ 種  別 内  容 

1 基準項目 教育内容・方法 

指摘事項 全研究科において、国内外の教育・研究機関との

恒常的な教育研究交流が組織的に行われること

が望まれる（「点検・評価報告書」126、179、180

頁）。 

評価当時の状況 【医学研究科】医学研究科においては、大学院生

の海外留学、国外の研究者の招聘、国外教育・研

究機関との恒常的な教育研究交流など、国際的に

活躍し得る医療人の養成を目的とした組織的な

取り組みが必ずしも積極的に行われていないの

が実情である。当研究科の人材養成の目標の観点

から、当研究科としての国際化への対応と国際交

流の推進に関する基本的方針を明確化したうえ

で、その具体的方策について検討する。具体的に

は、「あり方検討委員会」で予備的な検討を行い、

それに基づいて研究科委員会で最終的な検討を

行う。今後 3年を目途に結論を出す。 

【保健学研究科】保健学部・保健学研究科におけ

る国内の大学、研究機関との共同研究は毎年１０

件程度であり、国内外の教育・研究機関との恒常

的な教育研究交流が必ずしも組織的に行われて

いる状況ではなかった。 

【国際協力研究科】国内外の諸大学や研究機関、

また国際協力関連機関との教育・研究上の連携を

強化し、本研究科の教育研究活動の拡充に努めて

いた。 

【国際交流センター】国内外の教育・研究機関と

の恒常的な教育研究交流が組織的に行われてい

なかった。 
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評価後の改善状況 【医学研究科】当医学研究科の国外の研究機関と

の人的交流として、協定校であるタイ Mahidol大

学から例年 1～2 名、大学院の博士課程に正規の

学生として留学生を受け入れてきた実績がある。

平成 20 年度から平成 23 年度までの期間をみる

と、大学院特別研究生として国外からはタイ、韓

国、英国から計 6 名の研究留学生を受け入れた

（添付資料 23）。また国内の研究機関からは平成

20 年度に東京農工大学大学院より 1 名、平成 23

年 8月から横浜市立大学大学院より 4名を特別研

究生として受入れた（添付資料 23）。一方、当研

究科からは例年 2～3 名を特別研究生として大阪

大学大学院、筑波大学大学院、東京大学大学院等

に派遣している。また、平成 23 年度には仏国オ

ーベルニュ大学と学術交流協定を締結したこと

から、今後、当該大学との活発な教育研究交流が

期待されるところである。 

 当医学研究科と国内外の大学、研究機関等との

共同研究の実績については、杏林大学の共同研究

規程に基づいて申請のうえ実施された共同研究

の件数は、平成 20年度 3件、平成 21年度 3件、

平成 22年度 3件、平成 23年度 9件である。また、

杏林医学会誌作成の業績集によれば、英文学術雑

誌に publishされた原著論文のうち、国内外の大

学、研究機関との共著論文は、平成 20 年度には

全論文数 269件のうちの 92 編（34%）、平成 21年

度には 279件のうち 86編（31%）、平成 22年度に

は 297件のうち 76編（26%）であり、各研究者、

研究室レベルでは他施設との活発な交流が行わ

れている。 

 当医学研究科における教育研究の活性化をは

かるうえで、国内外の教育・研究機関とのより緊

密な交流が必須であることから、その具体的な方

策について、研究科教務委員会、FD などにおけ

る重要な検討課題のひとつとして、引き続き、検

討してゆく方針である。 

【保健学研究科】保健学部・保健学研究科におけ
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る国内の大学、研究機関との共同研究は毎年１０

件程度であり、国内外の教育・研究機関との恒常

的な教育研究交流が必ずしも組織的に行われて

いる状況ではないが、実績は上がってきている。

なお、韓国国立公州大学応急救助学科と教育研究

交流協定を締結し、平成 24 年度からは米国シン

シナティ大学看護学部とも教育研究交流が行わ

れる予定である。 

平成 23年度における状況 

１）大学院生の国内外の教育・研究機関との交流

実績 

①臨床血液研究室大学院博士前期課程の大学院

生が、東京慈恵医科大学臨床検査部門で実験等を

行っている。 

２）保健学研究科と国内外の大学、研究機関との

共同研究 

①臨床薬理部門が東京薬科大学と「イソフラボン

の代謝経路の解明と抱合代謝酵素に関する研究」 

②分子生物部門が農林水産先端技術研究所と

「BACライブラリーを用いた貧毛類のゲノム生物

学」 

③分子生物部門が King’s College. London と「ヨ

ーロッパアカミミズのゲノム解析」 

④免疫学部門が北里大学医療衛生学部と「敗血症

における急性肺水腫の軽減に向けた IL-6 トラン

スシグナリングの有用性」 

⑤医用情報工学部門が東京大学アジア生物資源

環境研究センターと「植物由来抗酸化物質の計算

化学解析」 

⑥臨床検査学部門が聖マリアンナ医科大学小児

科などと「感染症血清診断のための immunoblot

像の定量的解析」 

⑦臨床検査学部門が北里大学医学研究科感染制

御部門と「感染症血清診断のための immunoblot

像の定量的解析」 

⑧栄養学部門が名寄市立大学保健福祉学部と「地

域の食物入手可能性と利用状況を踏まえた学校



【様式 18】 

－ 145 － 

 

給食プログラムの構築」 

⑨栄養学部門が実践女子短期大学食物栄養学科

と「地域の食物入手可能性と利用状況を踏まえた

学校給食プログラムの構築」 

⑩解剖学部門が国立精神神経センターと「匂い受

容部位の機能形態学的解析」 

⑪解剖学部門が産業技術総合研究所と「匂い受容

部位の機能形態学的解析」 

⑫生化学部門が東京医科歯科大学と「 NALP3 

inflammasome による IL-1β放出機構の解析」 

⑬分析化学部門が青森大学薬学部と「細胞内酸化

還元平衡調整物質に対するニンニク由来有機硫

黄化合物の影響」 

⑭社会福祉部門が淑徳大学総合福祉学部と「予防

接種に対する保護者の意識・認識に関する研究」 

【国際協力研究科】国際医療協力専攻および、国

際言語コミュニケーション専攻において、国内外

の大学・公的機関との人的交流が尐数ではあるが

行われており、今後実績を積み重ねて行く段階で

ある。 

Ⅰ）大学院生の国内外の大学・公的機関との交流

実績 

１. 国際協力機構（JICA）の青年海外協力隊員と

して開発途上国へ赴き開発援助を行った。 

２. ２０１０年ハイチ地震での「ハイチ国際緊急

医療援助隊」隊員として医療活動を行った。 

３. タイ国コンケン病院（Khon Kaen Regional 

Hospital）とコンケン大学薬学部での研修を

行った。 

Ⅱ）国内外の大学・公的機関からの受入れ実績（添

付資料 24） 

１. 中日友好協会職員を委託生として継続的に受

入れている。 

２. 交流協定に基づき、北京外国語大学、北京第

二外国語大学、北京語言大学及び南台科技大

学から交換留学生を受入れている。 

【国際交流センター】今まで、学部単位や個人レ
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ベルで行われていた国際交流の全体像を把握し、情

報の一元化を図るため、杏林大学国際交流報告書

（平成 21～23 年度）の編集を進めている。これに

より、大学全体の人的交流や情報交換、ひいては協

力体制の強化のための方策を図り、円滑な執行につ

とめているところである。 

海外においては、従来のアジア語圏のほかに、新規

ではニュージーランドのクライストチャーチ大学、

仏のオーベルニュ大学及びオーストラリアのディ

ーキン大学との学術交流協定を締結した。現在で

は、米のシンシナティ大学との間に、協定の締結が

予定されている。いずれも有名校であり、かつ総合

大学でもあるので大学全体の交流事業とりわけ、共

同研究や開発に係る国際協力などの分野に有効に

作用するであろう。 

中国においては、北京にある中国の重点大学である

北京外国語大学、北京第二外国語大学及び北京語言

大学とは、共同で教材、教育法、カリキュラムの研

究開発を進めていくところである。このほか、上海

外国語大学や広東外語外貿大学とは、大学院レベル

での院生や通訳翻訳関連の若手教員の共同育成及

び関連の教材、カリキュラムの共同研究についての

話し合いに入ったところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【様式 18】 

－ 147 － 

 

提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

№ 種  別 内  容 

1 基準項目 教育内容・方法 

指摘事項 全研究科において、学位論文にかかる審査基準が

「大学院要項」などに掲載されておらず、学位授

与基準が明示されていないので、改善が望まれ

る。また、標準修了年限未満での課程修了要件に

ついて、「特に優れた研究業績を挙げた」とされ

ているのみであり、具体的な基準が示されていな

い（「点検・評価報告書」128 頁）。認定方法など

の客観的基準の提示も含め早急に検討を行う必

要がある。 

評価当時の状況 【医学研究科】学位論文の審査基準については、

現在までのところ、研究科の理念・目的に照らし

て妥当と考えられる基準が、各学生の論文審査に

あたって組織される「論文審査員会」において柔

軟に適用されてきているが、今後、特に当研究科

の人材養成の目的別に、これを明確に提示すべき

であると考えており、早急な検討が必要である。

これはすなわち、学生に対して、専攻別に学習目

標を明確に提示することにもなり、研究科での教

育機能の充実にも繋がる重要な課題である。                  

標準修了年限未満での課程修了要件についても

上記のごとく学則中に規程が設けられている。特

に優秀な学生については早期に課程を終了し、そ

の才能をさらに発展させることが重要であり、研

究科としてその方途を提供していることは妥当

である。しかしながら、「特に優れた研究業績を

挙げた」とされているのみであり、具体的な基準

が示されていない。この点について、認定方法、

要件等の客観的基準の提示の可否も含めて早急
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に検討を行う必要がある。 

【保健学研究科】評価当時の保健学研究科では、 

①学位論文の審査基準が明文化されていなかっ

た。 

②標準修了年限未満での課程修了要件について、

「特に優れた研究業績を挙げた」という記述で、

優れた研究業績の具体的な基準を明示していな

かった。 

【国際協力研究科】 

・学位審査基準は明確になっていない。 

・標準修了年限未満での課程修了要件について

も、｢特に優れた研究業績を挙げた」のみで、詳

細は定められていない。 

評価後の改善状況 【医学研究科】学位論文の審査基準については平

成 21年度より大学院要項に明示され（平成 23年

度大学院要項 21ページ参照）、以来、論文審査委

員会では、この基準に基づいた審査が行われてい

る（下記参照）。標準修了年限未満での課程修了

要件については、平成 22 年度より認定方法を含

む客観的な基準を大学院要項に明示（平成 23 年

度大学院要項 24 ページ参照）している（下記参

照）。 

○学位論文の審査基準：具体的な 9つの審査項目

が設定されており、論文審査委員会は各項目毎に

1～5 の 5 段階評価を行う。最終的な審査におい

て全項目が 3（改善の余地があるが、概ね妥当）

以上となっていることが合格の要件となってい

る。研究科委員会は審査委員会の報告に基づき、

最終的な合否を決定する。 

○特例（早期修了）の要件：申請資格、①所定単

位の修得②指導教授の推薦③査読制度が確立さ

れている学術雑誌であり impact factor（IF）4

点以上又は各研究領域別 IF ランキングで上位 3

誌以内の雑誌への掲載又は受理、を満たし、かつ

所定の申請書類（①特例学位審査申請書②指導教

授推薦書③学位論文④研究業績一覧表）が提出さ

れることを早期修了の要件とする。 
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【保健学研究科】①学位論文の審査基準は、平成

21 年 2 月の研究科委員会にて博士、修士ともに

審査基準が了承され、平成 22 年度の大学院要項

に掲載した（添付資料 26）。その要約は、審査対

象となる論文の内容を明確化するとともに、「研

究背景と研究目的」、「対象および方法」、「結果」、

「考察・結論」について、審査上求められる基準

を 3～4 項目具体的に示し、4 段階（Ａ～Ｄ）で

判定．Ｃ、Ｄは修正を求め、全項目がＡまたはＢ

となることを求めたものである。 

②標準修了年限未満での具体的な修了要件につ

いては、平成 23 年度初めから、大学院教務委員

会で検討を開始。その作成案をもとに平成 23 年

度中再三にわたって研究科委員会で審議してき

た結果、平成 24 年 4 月の研究科委員会で、以下

の修了要件が承認された。 

「博士前期課程は、①所定の単位をすでに修得し

ていること。②学位論文以外に参考論文として、

査読制度のある学術雑誌に学生が筆頭著者とし

て掲載（あるいは掲載決定）された原著論文が１

編以上あること。③参考論文は学生の所属が本学

と明記され、かつ、その研究業績の尐なくとも一

部は大学院在学中に行われたものであること。④

指導教授の推薦があること、である。博士後期課

程は、①と④は博士前期課程と同様であるが、②

学位論文の主たる内容が査読制度のある英文学

術雑誌に、学生が筆頭著者の原著論文として掲載

（あるいは掲載決定）されていること。③掲載学

術雑誌が、その専門分野の学術雑誌の中で、上位

25％ 以内の Impact Factor であること」である。 

本内容は、次 25年度の大学院要項に盛り込み、

学生に明示することになっている（添付資料 26

標準年限未満での修了(早期修了)申請の資格要件

と手続き(案)、 保健学研究科平成 24年度 4月研究

科委員会議事録)。 

【国際協力研究科】 

・学位審査基準については、大学院教務委員会に
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て検討され、平成 24年 2月 22日の研究科委員会

にて承認された。同基準は、2012 年度のガイド

ブック・講義要項に明示している。（添付資料 27） 

・標準修了年限未満での具体的な修了要件につい

ては、大学院教務委員会および大学院運営委員会

で検討を重ねている。2013 年度のガイドブック・

講義要項に掲載する予定である。現在議論されて

いる内容は以下の通りである。 

博士前期課程 

①所定の単位をすでに修得していること。 

②学位論文以外に参考論文として、査読制度のあ

る学術雑誌に学生が筆頭著者として掲載（ある

いは掲載決定）された原著論文が１編以上ある

こと。 

③参考論文は学生の所属が本学と明記され、か

つ、その研究業績の尐なくとも一部は大学院在

学中に行われたものであること。 

④指導教授の推薦があること。 

博士後期課程 

①所定の単位をすでに修得していること。 

②学位論文の主たる内容が査読制度のある学術

雑誌に、学生が筆頭著者の原著論文として掲載

（あるいは掲載決定）されていること。 

③掲載学術雑誌が、その専門分野の学術雑誌の中

で、上位 25％以内であること。 

④指導教授の推薦があること。 
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提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

№ 種  別 内  容 

1 基準項目 教育内容・方法 

指摘事項 国際協力研究科では、修士論文に代替可能なリサ

ーチ・ペーパーに関して、その認定方法、要件お

よび審査基準などについても規定上明確ではな

いので、改善が望まれる。 

評価当時の状況 ・リサーチペーパーについては、ガイドブックに

下記の記載事項を掲載しているが、｢指導教授が

適当と認めた場合に限り提出することができる」

となっており、明確な基準は書かれていない。 

 

【リサーチ・ペーパーに関するガイドブック記載

事項抜粋】 

・定期的に個人のレポートを指導教授に提出、収

集した資料、分析結果および２本以上のレポート

を基礎として１つに纏めることにより、リサー

チ・ペーパーとして修了時に修士論文に代わる評

価を受けることができる。 

・リサーチ・ペーパーは修士論文と異なり、それ

を構成する個々のレポートがそれ自体完結した

内容であれば足り、審査でレポート相互の関連性

ないし全体としての体系的整合性は問われない。 

・リサーチ･ペーパーの提出は、指導教授が認め

た場合に限られる。 

・リサーチ･ペーパーの提出や審査等の手続きは、

修士論文の手続に準ずる。 

評価後の改善状況 ・リサーチ・ペーパーについて、より明確な審査

基準を定めるため、大学院教務委員会、運営委員

会等で議論し、以下のように定めた。 

リサーチペーパー審査項目        
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１．研究テーマの設定が申請された学位に対し 

  て妥当なものであり、リサーチペーパー作 

  成にあたっての問題意識が明確であるか。 

２．問題を的確に把握し、その問題点に関する 

状況を把握し、検証結果を評価する能力を 

身につけているか。 

３．調査・研究により入手した資料・データに 

基づいて、関連情報を正確に把握できてい 

るか。 

４．各レポートの記述（本文、図、表、引用、 

文献表など）が十分かつ適切であるか。 

５．特定課題の解明や解決への寄与が結論に明 

示されており、当該リサーチペーパーが明 

確に社会に対して貢献できるものか。 

６．総じて当該研究領域での修士としての十分 

な知識を修得しているものと判定できるか。 

 

以上のような審査項目を定め、審査においてす

べての項目を満たしている場合に合格、そうでな

い場合に不合格とすることになった。 
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提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

№ 種  別 内  容 

1 基準項目 学生の受け入れ 

指摘事項 過去５年間の入学定員に対する入学者数比率の

平均は、実験・実習を行う保健学部は 1.22 と高

く、なかでも臨床検査技術学科では 1.30であり、

改善が望まれる（「大学基礎データ」表 13）。 

評価当時の状況 過去５年間の入学定員に対する入学者数比率の

平均は、実験・実習を行う保健学部は 1.22 と高

く、なかでも臨床検査技術学科では 1.30 であっ

た。 

評価後の改善状況 平成 19年度から平成 24年度までの、入学定員・

入学者数および定員に対する入学者数比率は次

のとおりである。 

平成 19年度入学定員 280名・入学者数 341名（比

率 1.22）、平成 20 年度入学定員 280 名・入学者

数 336名（比率 1.20）、平成 21年度入学定員 340

名・入学者数 416 名（比率 1.22）、平成 22 年度

入学定員 340名・入学者数 421名（比率 1.24）、

平成 23年度入学定員 380名・入学者数 454名（比

率 1.19）、平成 24 年度入学定員 380 名・入学者

数 440名（比率 1.16）。 

入学定員に対する入学者比率が 1.2 を越さない

ように合格者を出しているが、年度により入学辞

退者の状況が異なる。平成 18 年度までは歩留ま

り率が 20％程度で推移していたが、平成 19年度

は 25％、平成 20年度は 20％、平成 21年度は 25％、

平成 22 年度は 30％であった。そのため平成 23

年度入試からは、合格者を平成 22年度比 10％削

減して発表し、入学辞退者に応じて補欠から繰り

上げ合格者を出すことにした。その成果が出て平
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成 23年度および 24年度の定員に対する入学者数

比率はそれぞれ 1.19、1.16 であった。 

また、ご指摘のあった臨床検査技術学科の定員に

対する入学者数比率であるが、学部同様入学者選

抜方法を平成 23 年度入試から見直した。そのた

め平成 19 年度は 1.23、平成 20 年度は 1.14、平

成 21年度は 1.28、平成 22 年度は 1.26であった

が、平成 23年度は 1.19、平成 24年度は 1.16と

なり、改善傾向が見られた。今後も同様に努力を

し、1.20以下を維持していきたい。 
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提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

№ 種  別 内  容 

1 基準項目 学生の受け入れ 

指摘事項 総合政策学部では、対策は講じられているものの、

毎年１年次から２年次に退学者が集中しており、

改善に向けた一層の努力が望まれる（「大学基礎デ

ータ」表 17）。 

評価当時の状況 2004年度から 2006年度までの期間の中退者数は、

2004 年度 72 名（うち低学年 61 名）、2005 年度 83

名（うち低学年 71名）、2006 年度 78名（うち低学

年 61名）であった。中退者が低学年次に集中した

主たる原因は、二年次から三年次への進級要件を

満たさず、二年次に留まった学生がさらに留セメ

スター・留年を重ね、中退に至ったことが指摘で

きる。この傾向は 2004年度以前と比べてもより顕

著となった。この期間以降、留セメスター・留年

を経験しない中退者のケースは減尐傾向にあり、

逆に留セメスター経験者が中退したケースは増加

傾向に転じた。また、2004 年度以降、留学生入学

者が増加したことにともない、それまで中退する

ことが稀であった留学生の中退者が増加したこと

も、中退者数を押し上げる結果となっていた。 

評価後の改善状況 2007年度から 2010年度までの期間の中退者数は、

以下の通りである。2007 年度 67 名（うち低学年

55名）、2008年度 79名（うち低学年 59名）、2009

年度 59名（うち低学年 41名）、2010年度 70名（う

ち低学年 50名）である。当学部の中退学生に顕著

に見られる傾向として、低学年次において留セメ

スター・留年経験があることが指摘されている。

当学部ではこの傾向を踏まえ、教務委員会と学生

委員会とが協力し中退が予測される学生を特定し



【様式 18】 

－ 156 － 

 

た上で、教務課とも連携して対応している。また、

留セメスターに至る以前の出席不良の段階で、教

務委員会が担当教員と協調して該当学生の出席状

況の改善に向けて指導を行っている。さらに新入

学時から本学部で修学する意義を学生に伝え、学

生が自己の修学目標を明確に持つことができるよ

うに、1年次での修学・学生生活の核として位置づ

けられるプレゼミナールの学習メニューを改革

し、指導を行っている。他方プレゼミナールは、

高校時までのクラスに相当するものと位置づけら

れることから、担当教員は学生一人一人の居場所

作りを心がけるとともに、学生が担当教員と気軽

に相談することができる環境を整えている。その

結果 2011年度には、低学年の中退者が減り、改善

が認められた。2012 年度新入生からは、プレゼミ

ナールにおいて、その学習過程を記録し、学生自

身が学習成果を振り返るためのツールとして学習

ポートフォリオを利用している。学生はこのツー

ルにより自己の知識が向上したことを実感するこ

とで、次の段階へステップアップするモチベーシ

ョンを得、修学を継続する意欲を持つことが期待

される。 

また、教務面においては、2010 年度から低学年

次のカリキュラムおよび履修規程を改正した。基

礎教養科目の 7科目 16単位（すべて 1年次の必修

科目）を 7科目 14単位に再編し、第 1学年次に 10

単位、第 2 学年次に 4 単位を配当することで第 1

学年次での科目集中による負担を軽減するととも

に、基礎教養科目計 14単位のうち 4単位を必修、

残りの 10単位を選択必修（10単位中 8単位の取得

が卒業要件）とすることで、低学年次における中

退者の主要原因となっている単位不足による留年

学生の減尐を図っている。 

以上の通り、当学部では中退者削減に向け、個

別的な対応はもとより、初年次における指導内

容・指導方法のさらなる改善、および学生の修学・

生活環境の質の向上に努めている。 
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提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

№ 種  別 内  容 

1 基準項目 学生の受け入れ 

指摘事項 収容定員に対する在籍学生数比率においては、医

学部医学科で 1.03 と高くなっており、適切な定

員管理が望まれる（「大学基礎データ」表 14）。

一方、外国語学部の東アジア言語学科では 0.61

と低いので、定員充足に向けた一層の努力が求め

られる。 

評価当時の状況 【医学部】平成 19 年度の医学部医学科の 1 学年

の定員数は外国人留学生を含め 90 名である。従

って 6学年の収容定員は 540 名であるのに対し、

現在の在籍学生総数は 558 名と収容定数に対す

る在籍学生総数の比率は 1.03 である。                   

定員に対する在籍学生数は、3％のオーバーであ

るが、過去 5年間の入学定員に対する入学者数（2

年転入を含まず）の比率は 1.00と適正である。 

【外国語学部】東アジア言語学科は、収容定員

140 名に対し、在籍学生数は 85 名で、その比率

は 61%となっていた。 

評価後の改善状況 【医学部】医学部医学科の収容定員に対する在籍

学生数比率は平成 23年度は 1.025、平成 24年度

は 1.016 と、認証受審当時の 1.03 に較べ、わず

かではあるが改善の傾向にある。引き続き適正な

定員管理に努める所存である。 

【外国語学部】東アジア言語学科および学科名変

更後の中国語・日本語学科の収容定員に対する在

籍学生数比率は、平成 22 年では 0.66(定員 231

名に対し 152名が在籍）、平成 23年では 0.75(定

員 161名に対し 120名が在籍）、平成 24年 4月に

は 0.75(定員 106名に対し 79名が在籍）と、徐々
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に改善された。 

なお、学科改組を含めた努力により、平成 23 年

度から設置された中国語学科は、1.05 の定員充

足率となっている。今後も適切な定員管理を行い

たい。 
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提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

№ 種  別 内  容 

1 基準項目 学生の受け入れ 

指摘事項 総合政策学部と外国語学部で、入試の推薦区分で

募集定員の約２倍の学生が入学しており、改善が

望まれる（「大学基礎データ」表 15）。 

評価当時の状況 【総合政策学部】総合政策学科 34 名の募集定員

に対し 109 名、企業経営学科 24 名の募集定員に

対し 42名、学部全体では 58 名の募集定員に対し

151名の入学(2.6倍）となっていた。 

【外国語学部】英語学科 18 名の募集定員に対し

34名、東アジア言語学科 14 名の募集定員に対し

10名、応用コミュニケーション学科 18名の募集

定員に対し 52名、学部全体では 50の募集定員に

対し 96名の入学(1.92倍）となっていた。 

評価後の改善状況 【総合政策学部】2011 年度入試においては、募

集定員 50名（総合政策学科 30名、企業経営学科

20名）であった。そこで 2012 年度入試おいては、

推薦区分での入学者実績に応じた募集定員 60 名

（総合政策学科 35名、企業経営学科 25名）とし、

102 名の入学（1.7 倍）となった。これにより、

2005 年度以降恒常化していた募集定員の 2 倍の

学生が入学している状況は改善された。また、定

員に対し推薦入学者の比率が高い状況ではある

が、アドミッションポリシーに基づき入学者選抜

を実施しており、総合政策学部としての学生の質

を確保している。 

 今後は、１月、2月に実施される一般入試や大

学入試センター試験利用入試における志願者を

確保すべく、各試験の名称変更や受験科目の整

理・明確化など、受験生にわかりやすい入試方法
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を検討・実施するほか、学科改組や志願状況を踏

まえた入試区分ごとの定員の不断の見直しを通

じて、適正な学生受け入れを行っていく。 

【外国語学部】学科改組や募集定員の見直し等を

行い、2011年度入試では、英語学科 30名の募集

定員に対し 45 名、中国語学科 7 名の募集定員に

対し 9 名、観光交流文化学科 18 名の募集定員に

対し 39名、学部全体では 55 名の募集定員に対し

93名の入学（1.69倍）となり、2012年度入試で

は、英語学科 33名の募集定員に対し 42名、中国

語学科 7 名の募集定員に対し 11 名、観光交流文

化学科 15名の募集定員に対し 24名、学部全体で

は 55名の募集定員に対し 77 名の入学（1.4倍）

となり、徐々にではあるが改善されてきた。いま

だ定数を越えた状況ではあるが、学部アドミッシ

ョンポリシーに基づき、入学者の質を確保してい

る。今後も定員設定の見直しなどを通じ、更なる

定員管理の徹底を図りたい。 
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提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

№ 種  別 内  容 

1 基準項目 学生の受け入れ 

指摘事項 国際協力研究科の博士前期課程において、入試区

分ごとの募集人員が明示されていないので改善

が望まれる。 

評価当時の状況 ・博士後期課程については、募集人員内訳を選抜

ごとに（一般、留学生、社会人）募集要項に記し

ている。 

・博士前期課程については、各専攻ごとの募集人

員は記しているが、選抜ごとの内訳は（一般、留

学生、社会人、社会人 1年コース）記していない。

（選抜ごとの募集内訳は決めていない。） 

評価後の改善状況 ・入試審議委員会にて検討を行い、選抜ごとの定

員を決定し、2011（平成 23）年度募集要項から

博士前期課程においても専攻・選抜区分ごとに募

集人員を明示した。（添付資料 35参照） 
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提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

№ 種  別 内  容 

1 基準項目 研究環境 

指摘事項 医学部・研究科の共同研究施設については、研究

活動が活発でない施設もあり、改善が望まれる

（「点検・評価報告書」111 頁）。 

評価当時の状況 共同研究施設（放射線同位元素、電子顕微鏡、フ

ローサイトメトリー、蛋白質・核酸分析、生体機

能実験の各部門）は大学院の付置施設である。研

究者は主に医学部の教員であるが、保健学部教員

も利用できるようになっている。各共同研究施設

は各教室単位を超える大型の研究装置を有し、研

究の活性化に大いに役立っている。またその運営

も施設を利用する教室の代表者からなる各部門

運営委員会により円滑に行われている。また予算

共同研究施設全体の問題は各部門長と数名の委

員からなる共同研究施設運営委員会で討議、決定

され公正に配分されている。毎年、共同研究施設

の利用状況、業績は報告されているが、研究活動

が活発な施設とそうでない施設がある。医学部以

外の利用実績はない。 

評価後の改善状況 医学部・研究科の共同研究施設については、評価

当時より大学院要項に施設概要を掲載していた

が、平成 22 年度より、大学院要項（247 ページ

～268ページ）（添付資料 36）に「共同研究施設」

の項を設け、6部門毎にその概要、設置場所、担

当教員、機器類、利用・申請方法、規程等を掲載

するなど、内容の大幅な充実を図った。一方、平

成 20 年度より、大学院生の必修科目である共通

講義の中で、「医科学研究基礎講座」として、医

科学研究に必要とされる基本的な研究手法を学
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ぶための一連の講義を設定したが、平成 22 年度

からは専攻共通科目「基礎臨床共通講義Ⅰ－医科

学研究基礎講座－」に共同研究施設 6部門につい

ての概要・利用方法等を含めた講義を加え、さら

に共同研究施設の利用を促すこととした。（添付

資料 37） 

 各施設の利用状況については添付資料 38 で示

したが、生命科学研究における non-RI 化が進ん

だため、「放射性同位元素部門」の利用実績の減

尐傾向がみられるものの、平成 20年から平成 23

年間での実績を見てみると、「生体機能実験部門」

で 2倍以上の利用実績増がみられた他、その他の

部門でも概ね増加傾向がみられた。このような状

況の中で、添付資料 38には記載されていないが、

平成 22 年度に「蛋白質・核酸解析部門」に新た

に導入された質量分析機の稼働開始に伴い、平成

23 年度内に複数の教室間共同研究がスタートす

るなど、当施設を介した新たな動きが見られたこ

とは特筆に値する。 

 今後、共同研究施設がさらに活発に利用される

ためには、研究科全体の研究活動がより一層活発

化される必要があり、研究科教務委員会を中心

に、今後とも、この点についての検討を進めてゆ

く必要があるが、平成 23 年度内には、同委員会

における検討に基づき、研究科内での研究活動の

活性化とともに各研究室の保有する実験機器や

技術の相互利用の促進を目的とした「医学研究科

セミナー（仮称）」の開始を決定している。平成

24 年 5 月もしくは 6 月に開催予定の第 1 回のセ

ミナーでは、前述の質量分析機に関する紹介とそ

の応用法に関するテーマを取り上げる予定とな

っている。（添付資料 39） 
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提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

№ 種  別 内  容 

1 基準項目 研究環境 

指摘事項 外国語学部や総合政策学部では、科学研究費補助

金の申請率が低く、改善が望まれる。 

評価当時の状況 【総合政策学部】2006 年度の科学研究費補助金

の申請件数は 5件、採択は 2件であった。 

【外国語学部】科学研究費補助金の申請件数は 8、

採択件数は 1であった。 

評価後の改善状況 【総合政策学部】平成 22年度科研費（平成 21年

度申請分）については 5名申請、1名採択、また

研究活動スタート支援（22 年度分）は 2名申請、

１名採択された。平成 23年度科研費（平成 22年

度申請分）は 4名申請、延べ 2名採択、また研究

活動スタート支援（23 年度分）は 4 名申請、残

念ながら採択者はいなかった。申請を促す仕組

み・環境作りについては、スタッフ・ルームで科

研費等外部資金について常時掲示するとともに、

該当する分野の教員にその都度打診している。な

お、公的資金企画管理課が申請数増加に向けて、

事前説明会を平成 23 年 7 月、8 月に開催し、全

学で 34 名の参加があった。研究者が申請前に準

備ができることにより申請件数の増加につなが

るよう、開催回数を増やし参加者の更なる増加を

目指している。 

【外国語学部】科学研究費補助金の申請件数は平

成 21年度 6（採択 2）、22年度 4（採択 1）、23年

度 5（採択 2）と推移しており、3 年間の合計で

は尐しではあるが増加するとともに、採択率も向

上した。しかし、申請件数・採択率の年によるば

らつきをなくし、さらに申請・採択件数を増やす
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必要がある。そのために、大学の公的資金企画管

理課による情報提供や相談体制の強化、大学の質

の向上のために設置された中期計画実行委員会

に設けられた GP・科研費獲得実行部会の取り組

みに加え、学部内においても情報の周知や採択経

験者による相談・指導体制を設け、申請を促すと

同時に申請しやすい環境作りに取り組んでいる。 
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提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

№ 種  別 内  容 

1 基準項目 教員組織 

指摘事項 専任教員の年齢構成について、保健学部では 51

歳～60 歳が 35.1％、外国部学部では 41 歳～50

歳、51歳～60歳がともに 32.6％を占めており、

偏りが見られるので、年齢構成の全体的バランス

を保つよう改善に向けた努力が望まれる（「大学

基礎データ」表 21）。 

評価当時の状況 【保健学部】保健学部では 51歳～60歳が 35.1％

であり、偏りが見られた。 

【外国語学部】外国部学部では 41歳～50歳、51

歳～60 歳がともに 32.6％を占めており、偏りが

見られた。 

評価後の改善状況 【保健学部】平成 21 年度に理学療法学科、平成

23年度に作業療法学科を新設し、平成 24年度に

看護学科を 2 専攻に分けたため、平成 24 年度は

７学科 2専攻構成になっている。そのため専任教

員数も増加し、平成 24 年 4 月では 161 名となっ

ている。平成 24 年 4 月の時点で保健学部専任教

員の年齢構成は 30歳以下 5.6％、31歳～40歳は

23.6％、41 歳～50 歳 24.9％、51 歳～60 歳は

30.4％、61 歳以上は 15.5％で、年齢構成のバラ

ンスは改善されている。ご指摘を受けた時の年齢

構成では 51歳～60歳は 35.1％であったが、平成

24年度には 30.4％となり、改善が認められる。 

【外国語学部】平成 23年 5 月 1日時点で、21歳

～30歳が 4.2%、31歳～40 歳が 18.8%、41歳～50

歳が 23.0%、51 歳～60 歳が 29.2%、61 歳～70 歳

が 25.0%、平成 24 年 5 月 1 日時点で、21 歳～30

歳が 4.4%、31歳～40歳が 20.0%、41歳～50歳が
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24.4%、51歳～60歳が 28.9%、61歳～70歳が 22.2%

となっており、いずれの年代も 30％を下回るよ

う改善を図った。 
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提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

№ 種  別 内  容 

1 基準項目 教員組織 

指摘事項 教員の任免、昇格の基準とその手続きについて内

規や申し合わせなどに定められているものの、学

部や大学院により統一性に欠けており、改善が望

まれる。 

評価当時の状況 教育職を含めた職員等の採用・任免は、「杏林学

園職員就業規則」第７条及び第８条に基づき行わ

れ、教育職員のうち教授については、「杏林大学

教授選考委員会規程」、他の職位の任免、昇格は、

学園の「運営審議会規程」それぞれの定めるとこ

ろにより行われている。 

評価後の改善状況 評価当時には、杏林大学教員選考基準が存在して

いたものの、実態は各学部が定める内規等により

選考等が行われていたことから、同基準を見直

し、全学統一の杏林大学教育職員資格審査基準と

して全面改正のうえ、平成 24 年 4 月 1 日から施

行した。（添付資料 44）任免・昇格手続について

は、学園の運営審議会の議を経て、教授会承認、

理事長決裁による手続を全学で統一して実施し

ている。（添付資料 44） 
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提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

№ 種  別 内  容 

1 基準項目 教員組織 

指摘事項 医学部や保健学部において専任教員の担当授業

時間数に偏りが見られ、一部の教員の負担が過重

となっており、改善が望まれる（「点検・評価報

告書」110、160頁、「大学基礎データ」表 20、22）。 

評価当時の状況 【医学部】専任教員の担当授業時間（1授業時間

は 75分）の平均は、教授で最高 40.8時間、最低

0 時間、平均 7.3 時間、准教授では最高 24.6 時

間、最低 0.1 時間、平均 7.0 時間、講師で最高

11.5時間、最低 0.6時間、平均 4.1時間である。 

【保健学部】臨床工学科及び救急救命学科の教員

の多くは横断的に既設学科の授業科目を受けも

つことができるため一人で多くの既設学科の科

目を任されていた。 

評価後の改善状況 【医学部】評価受審時において、専任教員の 1週

あたりの授業担当時間数は、教授が最高 40.8 授

業時間単位、平均 7.3授業時間単位、准教授が最

高 24.6 授業時間単位、平均 7.0 授業時間単位、

講師が最高 11.5 授業時間単位、平均 4.1 授業時

間単位、助教が最高 15.0授業時間単位、平均 0.8

授業時間単位であったが、平成 23 年度では教授

が最高 26.9 授業時間単位、平均 6.2 授業時間単

位、准教授が最高 15.0 授業時間単位、平均 4.1

授業時間単位、講師が最高 15.1 授業時間単位、

平均 4.2 授業時間単位、助教が最高 18.7 授業時

間単位、平均 1.8授業時間単位となった（添付資

料 45）。受審時の指摘を受け、教員間での授業時

間数の偏りの是正を積極的に進めた結果、一部教

員の過重な負担が大幅に軽減されるとともに、職
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位間の較差についてもかなりの程度、改善された

ものと考えている。今後、さらなる改善に向けて

努力をしてゆきたい。 

【保健学部】1 授業時間は 45 分とし、前期・後

期の 2 期に分けて授業を行っている。平成 19 年

度の前期・後期それぞれ 1週間あたりの各教員の

平均授業時間数は、教授 16.2 授業時間、准教授

14.8 授業時間、講師 13.2 授業時間、助教 13.6

授業時間となっていた。そのうち臨床工学科では

教授 19.6授業時間、准教授 15.0授業時間、講師

10.0授業時間、助教 10.0授業時間となっており、

救急救命学科においては教授 19.0 授業時間、講

師 10.0授業時間、助教 10.0 授業時間であったた

め、両学科の教授の授業時間数が多いとのご指摘

であった。 

平成 21年度からシラバスおよび時間割を 12月末

までに作成し、開講科目と担当教員の年間授業時

間数の調整を細かに行い、専任教員の担当授業時

間数に偏りが見られないように配慮することに

した。その結果、平成 23 年度前期・後期合わせ

た各教員の平均授業時間数は、教授 14.0 授業時

間、准教授 9.6授業時間、講師 9.2授業時間、助

教 9.5授業時間となった。そのうち臨床工学科に

おいては教授 14.4 授業時間、准教授 9.8 授業時

間、講師 9.5授業時間、助教 8.5授業時間、救急

救命学科においては教授 14.5授業時間、講師 8.8

授業時間、助教 9.8授業時間であった。 

ご指摘のあった一部教員の過重な負担の軽減と、

教員間での較差の是正につき、一定の改善がみら

れたので、今後もきめ細かな調整を行っていきた

い。 
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提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

№ 種  別 内  容 

1 基準項目 施設・設備 

指摘事項 八王子キャンパスにおいて、バリアフリー化に向

けての取り組みは見られるものの、多くの課題が

残されている。改善に向けた取り組みに一層の努

力が求められる。 

評価当時の状況 キャンパス全体としてバリアフリー化への取り

組みが推進される段階には至っていない。平成

18年度に発足したアメニティ委員会においては、

アメニティの向上を図るため、図書館・食堂・バ

スターミナル等の改善、コンビニの導入などにつ

いて一定の成果をあげたが、バリアフリー化につ

いてはＪ棟に車椅子用トイレを設置する案が検

討されたものの見送られた。今後、学生の状況な

どを見ながら検討していくことになった。 

評価後の改善状況 アメニティ委員会は 3 年間の時限付き委員会と

して平成 20年度をもって終了したが、平成 21年

度に入って八王子キャンパスに「学生支援センタ

ー」が発足した折に、センターの中に恒常的な委

員会としてキャンパス整備検討委員会が設置さ

れ、アメニティ委員会終了以降のキャンパスの環

境整備を検討することになった。この中で、平成

23年度にキャンパスの防災体制の整備とともに、

再度バリアフリー化の問題が検討されることに

なった。平成 23 年度のキャンパス整備検討委員

会において、キャンパス内のバリアフリー未達成

状況についての改善提案が出された。平成 23 年

度末までに改善の一環として、I 棟の身障者用駐

車スペース、スロープ設置、自動ドアへの改修、

K棟のスロープ更新が行われた。 
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提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

№ 種  別 内  容 

1 基準項目 施設・設備 

指摘事項 外国語学部では、校舎・教室の老朽化対策、演習

室数の増設、学生自習室の整備など（「点検・評

価報告書」252 頁）、施設面での今後の課題につ

いて、検討を進め改善することが望まれる。 

評価当時の状況 演習室は 5 部屋、学生自習室は未設置、LL 教室

は学部開設時のままの旧式なものであった。ま

た、校舎・教室については、IT 化が順次進めら

れてはいたが、不十分なものであった。 

評価後の改善状況 平成 21 年度には、演習室が 1 部屋増設され、他

学部の演習室の相互利用により教室不足は改善

されている。旧式となっていた LL 教室は最新の

Call 教室および同時通訳演習室へと改修され、

全ての教室に PC、プロジェクターを設置あるい

は更新した。平成 23年度からは小教室（20名収

容）4室を中心に空き教室を自習室として学生に

開放し、図書館にもグループ学習スペース（アク

ティブ・スペース）を設けた。空き時間に事務で

簡単な手続きをすれば利用でき、尐しずつではあ

るが利用も多くなっている。平成 21 年度から、

八王子キャンパス全体の施設改善を検討するた

めのキャンパス整備検討委員会が設置され、施設

面の順次整備が検討・実行されつつある。平成

24年度は、PBLやアクティブ・ラーニングなどの

尐人数教育に向けた教育改善、学生の準備学習を

実践できる場としての教室の改修整備をさらに

図る予定である。 
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提言に対する改善報告書 

 

大学名称  杏林大学     （評価申請年度 平成 20 年度） 

 

１．助言について 

 

№ 種  別 内  容 

1 基準項目 図書・電子媒体等 

指摘事項 ３分館とも書架スペースが狭あいであり、過去

３年間の図書の受け入れ状況が低下している

（「大学基礎データ」表 42）ので、改善が望まれ

る。 

評価当時の状況 図書の受入状況が低下していたのは、書架スペ

ースの問題だけではなく、電子ジャーナルの導入

によって冊子の雑誌が減尐したということも一

因である。しかし、大学の規模に比して図書館の

スペースが狭あいであることは事実であり、特に

八王子キャンパスの人文・社会科学分館と保健学

分館は改修やレイアウト変更だけでは対応しき

れないため、増築・新築などの抜本的な解決策が

必要となっていた。 

評価後の改善状況 蔵書については、雑誌の電子化を一層進めた。

その結果、平成 19年度から平成 23年度の間に大

学で契約している電子ジャーナルは、平成 19

年：3,538、平成 20年：5,186、平成 21年：6,317、

平成 22年：7,767、平成 23 年：11,032誌と増加

した（添付資料 51）。契約以外に無料公開されて

いるオープンアクセス誌を含めると、杏林大学電

子ジャーナルリストでは平成 24 年 4 月現在で

45,108誌を提供している（添付資料 51）。それに

対し、製本雑誌の年間受入れ冊数はそれぞれ

5,201、4,108、3,476、3,064、2,435冊と減尐し

ている（添付資料 52）。電子ジャーナルの増加に

伴い、製本雑誌数は平成 19 年度と比較して 53%

減尐したことになる。一方、図書受入れ冊数はそ

れぞれ 3,846、5,718、4,922、5,668、5,333 冊
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と推移しており、年により増減はあるものの、ほ

ぼ横ばいといえる（添付資料 52）。 

施設の面では、医学分館においては平成 20 年

度に大規模改修を行った。その結果、書架 21 架

と閲覧席 90 席を増設することができた（添付資

料 53）。 

また、書架スペースの有効利用を図るため、3

分館で利用価値の尐ない資料の除籍を行い、平成

20年度に 9,762冊（点）、21年度に 26,749冊（点）、

23年度に 14,282冊（点）を減らした。除籍する

のは、利用されていない資料のため、現時点で除

籍による教育・研究・学習への影響はないが、利

用者からのリクエストがあった場合は、他大学と

の相互利用により対応できるようにしている。 

人文・社会学分館では、学生にとって魅力的な

学習空間を提供するために、平成 23 年度に新し

いデザインの机と椅子を一部導入し、平成 24 年

度中に利用環境を整備する（添付資料 54）。 

八王子キャンパスの 2分館については、将来的

に新しい図書館を建築する必要があるという認

識のもと、平成 22 年度に国内の大学図書館 4 館

と米国の大学図書館および公共図書館 5 館の視

察を行った。 

 

 

 

 


